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３．事業の実施状況 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【No.13（医療分）】 

県央基幹病院新築事業 

【総事業費】 

44,586 千円 

事業の対象となる区域 県央医療圏 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成４年 4月 1日～令和５年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師不足や医師の高齢化により圏域外搬送が顕著になるな

どの課題に対応するため、隣接医療圏との連携を強化、圏域

内の病院との連携・役割分担し、断らない救急を実現するこ

と。 

アウトカム指標： 

県央医療圏の圏域外搬送率の改善：R２年度 25％程度           

→ R17 年度 ５％程度（開院 10 年後） 

事業の内容（当初計画） 県立燕労災病院と厚生連三条総合病院を統合するととも

に、公立・公的５病院（燕労災、三条総合、県立加茂、県立

吉田、済生会三条）の急性期機能を集約し、県央基幹病院を

整備する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

公立・公的５病院の急性期機能を集約する。 

アウトプット指標（達成

値） 

公立・公的５病院の急性期機能集約に向けて新設する基幹

的な病院：１病院（令和５年度開院予定） 
建築工事：65.2％の進捗 

事業の有効性・効率性 アウトカム指標 
※圏域搬送率の改善その他の病院新築による成果は病院開

院後でなければ観測できないため、代替指標（建築工事進捗

率）を設定 

建築工事の進捗（R3 末：25.1％→R4 末 65.2％）により県

央医療圏の圏域搬送率の改善に近づいた。 
（１）事業の有効性 

本事業の実施により、県央医療圏における急性期機能

の集約に向けた基幹的な病院の整備が進んだと考える。 
（２）事業の効率性 

県央医療圏における急性期機能の集約に必要な基幹的

な病院の施設整備を進めることができ、県央医療圏にお
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ける効率的な医療提供体制の構築が着実に前進したと考

える。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.14（医療分）】 

在宅医療基盤整備事業 

【総事業費】 

30,220 千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 新潟県医師会、新潟県歯科医師会、新潟県薬剤師会、新潟県看護

協会、新潟県栄養士会等 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和５年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

・今後、増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・介

護サービスが供給できるよう在宅医療にかかる提供体制の強

化が必要である。 
・要介護者は歯・口腔に多くの問題を抱えているにも関わらず、

住民や多職種からの相談体制が十分でない。また、在宅歯科診

療を実施する歯科診療所は約２割と少ない。高齢者人口の増加

により、今後在宅歯科医療サービスのニーズは増加が見込まれ

ることから、適切なサービス提供体制を整備することが必要で

ある。 
・食事や栄養に関する問題を抱えた高齢者の増加が想定されて

いることから、訪問栄養食事指導の取組や体制を充実させる必

要がある。 

アウトカム指標：  

・訪問看護を実施する事業者数 

【現状：270（H28 年度）→ 目標：280（H30 年度）】 

・訪問歯科診療を実施する歯科診療所の割合 

 【現状：21.6％（H28 年度）→ 目標：40.0％（H34 年度）】 

・訪問栄養食事指導を実施する事業所数 

 【現状：13（H24 年度）→ 目標：20施設（R1 年度）】 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 

【現状：125（H27 年度）→ 目標：450（H34 年度）】 

事業の内容（当初計画） １ 訪問看護推進事業 
  訪問看護の充実を図るため、実態調査を実施するととも

に、訪問看護師の最新医療に対する知識・医療技術の取得及び

病院看護師の在宅医療に関する知識・医療技術を習得するた

め、研修会を開催する。 
２ 在宅歯科医療連携室整備事業 
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  在宅要介護者等に歯科医療や口腔ケアが迅速かつ円滑に提

供されるよう、在宅歯科医療連携室を設置するとともに、在

宅歯科医療連携を円滑に推進するための協議会を開催する。 
３ 在宅歯科医療支援事業 
  地域の在宅歯科医療提供体制を整備し、安全かつ効果的な

在宅歯科医療を推進するため、在宅歯科医療を担う歯科医師

等を養成するための研修や歯科衛生士・歯科技工士の安定的

な確保を図るための復職支援研修等を行う。 
４ 在宅医療（栄養）推進事業 

  訪問栄養食事指導の定着に向け、医師を中心とした他職種

に対して制度概要や運用方法の周知活動を展開する。併せ

て、実際に扱った症例についての症例検討を通して事業の充

実を図る。 

５ 在宅医療（薬剤）環境整備事業 

在宅医療（薬剤）を推進するため、無菌調剤体制構築、医

療関係者への情報提供等、在宅医療推進に向けた環境整備へ

の補助を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・訪問看護実態調査の実施 

・訪問看護従事者研修会の受講者数(実践編 50人、管理編 25 人) 

・研修を受講した歯科医師等の数 700 人 

・訪問栄養食事指導（モデル的栄養指導）の実施件数 50 件 

・無菌調剤室共同利用に係る研修会の受講者数（50 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

・訪問看護実態調査の実施 

・訪問看護従事者研修の受講者数：実践編 21 人、管理編 16 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標 

・訪問看護を実施する事業者数 

【270（H28 年度）→ 322（R4 年度）】 

１ 訪問看護推進事業 

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、在宅医療を推進する上で不可欠となる訪

問看護に従事する者の確保、資質の向上に必要な対策の検討、

研修会の開催、実態調査等を行うことで、訪問看護の推進が図

られたと考えられる。 
（２）事業の効率性 
訪問看護に従事する者の確保、資質向上のための研修を実施す

るとともに、実態調査を行った上でさらなる推進対策の検討や

PR 活動を行うなど、体系的に事業を実施しており、より効率的

に質の高い訪問看護の推進が図られたと考える。 
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その他 【執行実績】 
○ H30:29,458 千円 
○ R1:400 千円 
○ R3:1 千円 
○ R4:361 千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


